
不信任投票用紙 
 
 
 

本事業場における就業規則の改変および労使協定の締結・改定に

関し、労働基準法の定める｢労働者過半数を代表する者｣として、大

阪外国語大学教職員組合 2005 年度執行委員長・佐々木猛氏を信任し

ません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(組合印) 


